
精密検査実施機関登録制度
“比較調査”の結果
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精密検査実施機関登録制度 比較調査について

•精密検査(精検)を県民が適切に受診できることは検診の精度管
理上、非常に重要である。

•長崎県では、一定の要件を見たす精密検査医療機関を登録・リ
スト化し、県民に公表する方向である。

•本登録制度が検診の実施状況や精度管理状況を反映すると仮定
した。

➡要件を満たす医療機関と満たさない医療機関の検診に関連する

各指標を比較した。
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方法

•調査対象：長崎県内の精密検査を行う延べ497医療機関

•調査期間：令和5年1月10日から2月10日まで

•調査方法：医療政策課より検診医療機関に対して、

●一次検診、精検の実施状況などの検診の実施状況

●要精検率などの精度管理の状況

●精密検査実施機関の登録要件の充足状況

•回答はオンラインまたはFAX
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【回答率】
胃 64.1%
肺 48.4%
大腸 56.3%
乳 48.9%
子宮 56.3%
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検討項目について
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•一次検診件数

•一次検診件数未把握医療機関数

•要精検件数

•要精検率

•要精検件数未把握医療機関数

•偽陽性未把握医療機関数

•紹介を受けた精検数

•結果返却率



比較検討について
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１）診療所と病院の区別なく二次検診実施の有無にて比較

２）診療所と病院の区別なく精検要件の充足の有無にて比較

３）診療所のみで精検要件の充足の有無にて比較

４）病院のみで精検要件の充足の有無にて比較

●検討項目の比較は、T検定とFisherの直接比較を行った。

P<0.05を有意と判断した。P<0.1は傾向があると判断した。

●二群間で精度管理上問題になりうる差がある場合にはその原因を回
答から確認した。 赤字イタリックで示しています。

赤字で示しています。 今回は特に触れません。



〇結果の見方
がん検診 比較項目 二次検診なし(N=18) 二次検診あり(N=165) P値

検討項目（解析方法：T検定） 平均値±SD(中央値） 平均値±SD(中央値） 0.01（有意）

検討項目（解析方法：Fisher） 医療機関数 医療機関数 0.2

①一次検診件数（T検定） 66±128 (14.5) 453±1011 (116) 0.1

②一次検診件数未把握機関数（Fisher) 2 12 0.6

③要精検件数（T検定） ８±24 (0) 24±77 (3) 0.4

④要精検率（T検定） 3.2±15.6(0) 4.8±7.6 (2.7) 0.5

⑤要精検件数未把握機関数（Fisher) 4 24 0.5

⑧結果返却率（T検定） NA(not available) 105±32.6 (100) NA
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「二群間で精度管理上問題になりうる差がある場合」について

〇要精検率のSD(標準偏差)が大きい。
・理由：有症状者を検診対象としている、精検対象の考え方に問題など➡精度管理上の問題

〇一次検診数や要精検件数のSDが大きい。
・理由：地域の人口や医療機関の認知度などで検査件数が変動➡精度管理上の問題ではない。

赤字は有意な項目 大きい方の測定値を強調



胃がん検診 比較結果１

胃がん検診 比較項目 二次検診なし(N=18) 二次検診あり(N=165) P値

①一次検診件数（T検定） 66±128 (14.5) 453±1011 (116) 0.1

②一次検診件数未把握機関数（Fisher) 2 12 0.6

③要精検件数（T検定） ８±24 (0) 24±77 (3) 0.4

④要精検率（T検定） 3.2±7.4(0) 4.8±7.6 (2.7) 0.5

⑤要精検件数未把握機関数（Fisher) 4 24 0.5

⑥偽陽性未把握機関数（Fisher） 12 76 0.1

⑦紹介を受けた精検数（T検定) 0 (0) 8±15.4 (1) NA

⑧結果返却率（T検定） NA 105±32.6 (100) NA

二次検診なし

診療所 病院

二次検診あり

診療所 病院VS.
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胃がん検診 比較結果２

胃がん検診 比較項目 要件充足なし(N=70) 要件充足(N=95) P値

①一次検診件数（T検定） 182±369(59) 658±1267(182) 0.004

②一次検診件数未把握機関数（Fisher） 4 8 0.6

③要精査件数（T検定） 5±8(1) 40±100(6) 0.007

④要精検率(%)（T検定） 5.1±9.5(2.5) 4.5±5.7(3.0) 0.7

⑤要精査件数未把握機関数（Fisher) 7 17 0.2

⑥偽陽性未把握機関数（Fisher） 29 47 0.3

⑦紹介を受けた精検数（T検定) 3±6.0 (0) 11±19.6 (4) 0.01

⑧結果返却率(%)（T検定） 96±13.0(100) 111±39.5(100) 0.1

二次検診あり

要件充足なし

診療所 病院

要件充足あり

診療所 病院VS.
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胃がん検診 結果比較３

胃がん検診 比較項目 要件充足なし(N=55) 要件充足あり(N=56) P値

①一次検診数（T検定） 163±378(46) 335±666(144) 0.1

②一次検診件数未把握機関数（Fisher) 3 6 0.5

③要精査件数（T検定） 4±7(1) 17±55(3) 0.1

④要精検率（T検定） 5.0±10.5(0.9) 3.9±6.9(1.9) 0.6

⑤要精査件数未把握機関数（Fisher) 4 13 0.03

⑥偽陽性未把握機関数（Fisher） 18 27 0.1

⑦紹介を受けた精検数（T検定) 3±5.4(0) 9±17.7(3) 0.06

⑧結果返却率(%)（T検定） 96±15.1(100) 110±46.3(100) 0.3

二次検診あり

要件充足なし

診療所

要件充足あり

診療所VS.

11



胃がん検診 結果比較４

胃がん検診 比較項目 要件充足なし(N=16) 要件充足あり(N=38) P値

①一次検診数（T検定） 240±328(132) 962±1515(303) 0.08

②一次検診件数未把握機関数（Fisher) 1 2 1.0

③要精査件数（T検定） 9±11(2) 63±131(21) 0.1

④要精検率（T検定） 5.1±3.2(4.3) 5.4±3.7(4.8) 0.8

④要精査件数未把握機関数（Fisher) 3 4 0.4

⑥偽陽性未把握機関数（Fisher） 12 20 0.1

⑦紹介を受けた精検数（T検定) 5±8.0(1) 14±21.9(10) 0.3

⑧結果返却率(%)（T検定） 97±5.8(100) 111±31.1(100) 0.4

二次検診あり

要件充足なし

病院

要件充足あり

病院VS.
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胃がん検診まとめ
• 二次検診を行わない医療機関への精検目的紹介はなかった(結果-1)。

• 精検要件を満たす医療機関は、一次検診件数、要精検件数、紹介を受けた精検数が有意に多かった
（結果-2）。

• 病院や診療所別の解析では、有意差が消失するが、同様の傾向は認められた（結果-3,4）。

• 診療所同士の比較で、要精査件数の未把握が、要件を充足する診療所で有意に多かった(結果-3)。

• 精検要件充足の有無で、精検率や結果の返却率には差はなかった(結果-3,4)。

• 要件を満たさない医療機関(結果-2)、診療所(結果-3)での要精検率の標準偏差が大きかった(次頁)。

• 要件を満たす医療機関で、結果の返却率のばらつきが大きかった（結果-2)(次頁)。
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胃がん検診まとめ



• 精検を行うとされるものの、精検目的の紹介のない医療機関が見られた。

• 要件を満たす医療機関は、一次検診数(胃、肺、大腸)、要精検件数(胃、肺、大腸)、
精検目的の紹介件数(胃、大腸)が多かった(“多い傾向”を含む)。

• 精検を行わない医療機関(子宮)、要件を満たさない医療機関(胃、乳)での要精検率
のばらつきが大きかった。

• 精検結果未把握(胃：要件充足診療所)や偽陽性件数未把握(乳、子宮：二次検診な
し)に差の見られたがん種がみられた。

• 結果の返却率のばらつきが大きながん腫がみられた(精検要件充足：胃・肺(返却
が遅い？)、精検要件未充足：大腸、子宮(未返却？))。

精密検査実施期間登録制度 比較調査のまとめ



結語
•精検要件を充足する医療機関では、以下のことが明らかになった。

• がん検診に関連した検査実績が多い傾向がある

• 精度管理が良い傾向である

• (我々の仮説は正しかった)

•本要件を充足する医療機関は精検医療機関として好ましい状態である
ことが判明した。


